
別表（第２条、第３条関係） 

１ 補聴器の購入 

 注）再支給に係る申請については、前回の支給日より別表に規定する耐用年数を経過していない場合

は、支給対象外とする。 

 

２ 補聴器の修理 

 注）修理に係る申請については、同一年度内に１回限りとし、１回の申請に係る基準額の上限は、補装

具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に定める補聴器の修理部位「耳かけ

型アンプ組立交換」に係る基準に準ずる。 

種目 基 準 額 
耐用 

年数 
支給の対象となる児童の要件 

補聴器 

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の

額の算定等に関する基準（平成 18 年厚生労

働省告示第 528 号）に定める補聴器（高度難

聴用耳かけ型）に係る基準に準ずる（必要に

応じイヤモールド含む） 

５年 

両耳の聴力レベルが 30 デシベル以上

で、身体障がい者手帳の交付対象とな

らない難聴児 

種目 基 準 額 支給の対象となる児童の要件 

補聴器 

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算

定等に関する基準に定める補聴器（高度難聴用耳か

け型）の修理部位に係る基準に準ずる 

両耳の聴力レベルが 30 デシベル以上

で、身体障がい者手帳の交付対象とな

らない難聴児 


